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情報公開・個人情報保護審査会第５部会 

開催記録 

 

１ 日時  令和３年１２月２日（木）１３：３０～１７：３０ 

２ 場所  情報公開・個人情報保護審査会第１会議室 

３ 出席者 藤谷俊之部会長，泉本小夜子委員，磯部哲委員 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：令和３年（独情）諮問第５７号「法人文書ファイル「ハラスメント防

止対策委員会Ｈ２８～Ｈ３０」につづられた文書等の一部開示決定に

関する件」 

諮問庁：国立大学法人東北大学 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（２）事件名：令和３年（行個）諮問第１８３号「本人に対する特定の保有個人情報

の開示をしない旨の決定通知書等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：文部科学大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（３）事件名：令和３年（独情）諮問第５９号「附属小学校の特定年度特定学年に係

る指導要録の不開示決定に関する件」 

諮問庁：国立大学法人東京学芸大学 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（４）事件名：令和３年（行情）諮問第４９１号「特定の訴訟に関連して特定都道府

県から受けた文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国土交通大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（５）事件名：令和３年（行情）諮問第４９２号「学校関係者における新型コロナウ

イルス感染症の感染状況に関し報告を受けた内容が分かる文書の不開

示決定に関する件」 

諮問庁：文部科学大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（６）事件名：令和３年（独情）諮問第６２号「附属小学校の特定年度特定学年に係

る指導要録の不開示決定に関する件」 
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諮問庁：国立大学法人福岡教育大学 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（７）事件名：令和２年（独個）諮問第４７号「本人の申立てに係るハラスメント調

査報告書等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国立大学法人京都大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（８）事件名：令和３年（行情）諮問第１号「特定個人がコンプライアンス通報窓口

に通報した特定の案件の対応過程等が分かる文書の不開示決定（不存

在）に関する件」 

諮問庁：国土交通大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（９）事件名：令和３年（行情）諮問第２０号「特定の事案に関する総務省中国四国

管区行政評価局からの連絡内容等が分かる文書の不開示決定（存否応

答拒否）に関する件」 

諮問庁：国土交通大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（10）事件名：令和３年（独個）諮問第５７号「本人に係る特定プログラム履修不許

可の根拠文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国立大学法人福井大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（11）事件名：令和３年（行情）諮問第２９５号「中国地方整備局内における特定期

間の情報セキュリティポリシー抵触事案件数等が分かる文書の不開示

決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：国土交通大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（12）事件名：令和３年（独情）諮問第２５号「特定文書の写しの開示を求めている

と判断した経緯を記す文書の不開示決定に関する件」 

事件名：令和３年（独情）諮問第３７号「特定文書における医学的根拠を記す

文書等の不開示決定に関する件」 

事件名：令和３年（独情）諮問第４１号「特定日付けで情報公開・個人情報保

護審査会へ諮問したことを裏付ける文書等の不開示決定に関する件」 
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諮問庁：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき，情報公開・個人情報保護審査会設置法

施行令２条１項に基づき併合の上，審議 

 

（13）事件名：令和３年（独個）諮問第３４号「本人に係る特定文書の特定の記載に

関して「個人情報保護法開示請求等の事務処理要領」が事由及び根拠

となることが分かる文書等の不開示決定に関する件」 

事件名：令和３年（独個）諮問第３５号「本人に係る特定文書に関する「特定

課長の日本語の理解力に関する事由及び根拠」の不開示決定に関する

件」 

事件名：令和３年（独個）諮問第３６号「本人に係る特定文書に関する「公文

書の内容等が矛盾する事由及び根拠」の不開示決定に関する件」 

事件名：令和３年（独個）諮問第３８号「本人に係る「開示請求書に記載され

ているとおりに書かない事由及び根拠となる法人文書」の不開示決定

に関する件」 

事件名：令和３年（独個）諮問第４１号「本人に係る「裁決書に記載された特

定年月日付けで審査会に諮問したことを裏付ける文書」等の不開示決

定に関する件」 

事件名：令和３年（独個）諮問第６０号「本人に係る特定文書番号の文書に嘘

を記載した事由及び根拠を記す文書の不開示決定に関する件」 

諮問庁：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき，情報公開・個人情報保護審査会設置法

施行令２条１項に基づき併合の上，審議 

 

（14）事件名：令和３年（独個）諮問第４号「本人に係る特定諮問事件の理由説明書

に係る決裁文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（15）事件名：令和３年（独情）諮問第４３号「「特定法人」等に関するＰＩＯ－Ｎ

ＥＴの全国の消費生活相談情報の開示決定に関する件（文書の特

定）」 

諮問庁：独立行政法人国民生活センター 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（16）事件名：令和３年（独情）諮問第４５号「特定年度の招待講演について記載さ

れた文書の不開示決定（不存在）に関する件」 
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諮問庁：国立大学法人大阪大学 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（11）事件名：令和３年（独個）諮問第５２号「本人に係る特定の医薬品の自主回収

に関する文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：独立行政法人国立病院機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（12）事件名：令和３年（独個）諮問第６４号「特定個人が提出した本人に関する文

書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国立大学法人琉球大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

 

（文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局） 

 


